
 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの  

名 称 
重度心身障害者日常生活用具給付 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが  

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの  

利 用 目 的 
日常生活用具の給付に係る審査や連絡等に利用する。 

記 録 項 目 

１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年

齢、６電話番号、７課税・納税状況、８公的扶助、９続

柄・親族関係、10 居住状況、11 病歴、12 障害、13 所

得階層区分、14 日生具の名称 

記 録 範 囲 日常生活用具給付申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う  

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法  本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記録情報の 

経常的提供先 
なし 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 

特別障害者手当等（特別障害者手当・障害児福祉手当・

福祉手当） 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
心身障害者の福祉の増進をはかるため手当の支給をする 

記 録 項 目 

１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年

齢、６電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８

続柄・親族関係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状

態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 
特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当申請書を提

出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
特別児童扶養手当 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

20 歳未満で心身に障害がある児童を扶養している保護

者に手当を支給し、生活の安定と福祉の増進を図る 

記 録 項 目 

１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年

齢、６電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８

続柄・親族関係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状

態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 特別児童扶養手支給申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
特定疾病患者福祉手当 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

特定疾病をり患している方の福祉の増進をはかるため手

当の支給をする 

記 録 項 目 

１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年

齢、６電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８

続柄・親族関係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状

態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 特定疾病患者福祉手当申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
精神障害者保健福祉手帳の交付 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者に対し、各種

の支援策を講じられることを促進し、自立と社会参加を

図ることを目的とする。 

記 録 項 目 

１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年

齢、６電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８

続柄・親族関係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状

態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 障害者手帳申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
身体障害者手帳の交付 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

身体障害者手帳及び愛の手帳の申請に基づき手帳の交付

を行う 

記 録 項 目 

１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年

齢、６電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８

続柄・親族関係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状

態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 
身体障害者手帳及び愛の手帳申請者でその交付を受けた

者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
身体障害者リフト付乗用自動車運行 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

身体障害者等に日常生活の利便を向上するため、車いすのまま

乗降できる身体障害者リフト付乗用自動車の運行をもって福祉

の増進を図るために利用。 

記 録 項 目 
１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６

電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８続柄・親族関

係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 身体障害者リフト付乗用自動車利用申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
身体障害者・知的障害者相談員事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

心身障害者の更生、その他身近な相談に応じ必要な援助を行う

ため各地域で相談に対応する。 

記 録 項 目 
１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６

電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８続柄・親族関

係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
身体障害者（児）補装具 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
補装具の購入・修理に係る審査や連絡等に利用する。 

記 録 項 目 

１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６

電話番号、７課税・納税状況、８公的扶助、９続柄・親族関

係、10 居住状況、11 健康状況、12 病歴、13 障害、14 所得階

層区分、15 補装具の名称 

記 録 範 囲 補装具費支給申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記録情報の 

経常的提供先 
他の官公庁（東京都） 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考 
 

 



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
心身障害者福祉手当 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
心身障害者の福祉の増進をはかるため手当の支給をする 

記 録 項 目 
１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６

電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８続柄・親族関

係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 心身障害者福祉手当申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
心身障害者扶養年金 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

障害者の保護者が死亡した時、この制度により障害者に年金を

支給し、残された障害者の生活の安定を図り、保護者の不安を

軽減する。 

記 録 項 目 
１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６

電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８続柄・親族関

係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 心身障害者扶養年金申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの  

名 称 
心身障害者医療費助成 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが  

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの  

利 用 目 的 

医療費の一部を助成することにより心身障害者の保健の

向上に寄与するとともに福祉の増進を図る。 

記 録 項 目 
１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６

電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８続柄・親族関

係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 心身障害者医療費助成申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う  

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法  本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に  

関する他の法令の規定 

による特別の手続等  

 

個人情報ファイルの  

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
障害程度・指定医・自立支援医療機関審査部会運営経費 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

身体障害者福祉法第 15 条の規定に基づく医師及び障害

者自立支援法に基づく自立支援医療機関を指定するため 

記 録 項 目 
１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５職業・

経歴、６学業学歴 

記 録 範 囲 指定申請書を提出した者・事業者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
各自治体 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 □ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
障害者自立支援給付（介護・訓練等給付） 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
介護・訓練等給付支給決定に供するため 

記 録 項 目 
1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日、5 電話番号、6 障害種

別、7 主治医等情報、8 課税状況、9 収入状況、10 世帯状況・

続柄、11 個人番号、12 健康保険証、13 利用施設・事業所名称 

記 録 範 囲 障害福祉サービス支給等申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
障害者自立支援給付（介護・訓練等給付 児童） 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
介護・訓練等給付支給決定に供するため 

記 録 項 目 
1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日、5 電話番号、6 障害種

別、7 サービス利用状況、8 課税状況、9 生活保護受給状況 10

世帯状況・続柄、11 個人番号、12 健康保険証 

記 録 範 囲 児童通所支援支給等申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人（保護者）からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
障害者自立支援（地域生活支援） 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
地域生活支援事業支給決定に供するため 

記 録 項 目 
1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日、5 電話番号、6 障害手帳

情報、7 世帯状況・続柄、8 課税状況、9 生活保護受給状況、10

個人番号 

記 録 範 囲 
八王子市障害者地域生活支援事業等利用申請書を提出し

た者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町 3 丁目 24 番 1 号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   □ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
障害福祉サービス事業者等指定管理業務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

障害福祉サービス事業者が、指定の基準及び給付費算定

の条件を満たしているか審査するために利用する。 

記 録 項 目 
1. 氏名、2.住所、3.生年月日・年齢、4.電話番号・メールア

ドレス、5.職業・職歴、6.学業・学歴、7.資格・賞罰、8.

障害 

記 録 範 囲 指定申請書、変更届を提出した事業者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 事業所からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 

東京都 

 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
重度心身障害者手当 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

常に介護を要する重度障害のある方の福祉の増進をはか

るために手当の支給をする 

記 録 項 目 
１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６

電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８続柄・親族関

係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 重度心身障害者手当申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
自立支援医療（精神通院医療） 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対し

て行われる通院医療に要した費用の給付を行うため。 

記 録 項 目 
１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６

電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８続柄・親族関

係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 
自立支援医療（精神通院医療）支給認定申請書を提出し

た者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
交通機関割引制度 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

障害者の負担を軽減し、自立と社会参加を支援するため

に利用 

記 録 項 目 
１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６

電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８続柄・親族関

係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 
有料道路割引、都営交通割引証、民営バス割引証交付申

請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
はり・きゅう・マッサージ施術費助成 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

65 歳以上の高齢障害者に健康増進、障害者施術者には

施術料の確保につながり、福祉の増進を図る。 

記 録 項 目 
１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６

電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８続柄・親族関

係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 はり・きゅう・マッサージ施術費助成申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
タクシー・ガソリン費助成 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

公共交通機関を利用することが困難な心身障害者（児）、又は

その家族に対して、タクシー料金又はガソリン費の共通助成券

を交付することにより、負担軽減をはかり社会参加を促進する

ために利用。 

記 録 項 目 
１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６

電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８続柄・親族関

係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 タクシー・ガソリン費助成支給申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
ＮＨＫ受信料減免 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

福祉部障害者福祉課 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
障害者世帯の受信料負担軽減のために利用 

記 録 項 目 
１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６

電話番号・電子メールアドレス、７公的扶助、８続柄・親族関

係、９家族状況、10 居住状況、11 健康状態、12 病歴、13 障害 

記 録 範 囲 ＮＨＫ減免申請書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無 ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
本人からの提出書類 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）福祉部障害者福祉課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



 

 

 


